
1第11回 広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの
在り方等に関する検討委員会 資料１

広域系統整備の具体化への対応について

2021年 7月16日
広域連系系統のマスタープラン及び

系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会事務局



2（参考）本委員会のスケジュール

2021年度 2022年度

7 8 9 10 11 12 1 2 3

本委員会
開催予定

時期 主な内容

第11回
➢ 広域系統整備の具体化への対応について
➢ アデカシー便益に係る検討の進め方について

第12回 ➢ マスタープラン策定に向けたシナリオおよび評価方法の検討状況

第13回
➢ 広域系統整備の具体化に関する検討状況（電源ポテンシャル）
➢ 高経年設備の更新の在り方について（ガイドライン試行版評価、ガイドライン（案））
➢ マスタープラン策定に向けたシナリオおよび評価方法の検討状況

第14回 ➢ マスタープラン策定に向けたシナリオおよび評価方法の検討状況

第15回
➢ 広域系統整備の具体化に関する検討状況（シミュレーション）
➢ マスタープラン策定に向けたシナリオおよび評価方法の検討状況

第16回
➢ マスタープランとりまとめに向けて
➢ 広域系統整備の具体化に関する検討状況（費用便益評価結果）

2022
年度中

➢ マスタープラン策定

第11回

最終シナリオ

◆
第12回

◆
第13回

◆
第14回

◆
第15回

◆
第16回

◆
第17回以降

◆最終案



3本日の議論内容

マスタープランから整備計画を具体化する仕組みについて

１．目的

２．位置づけ

３．電源ポテンシャルの把握

４．電源ポテンシャルの活用（電源等開発動向調査）

５．整備計画の具体化の先行的な実施

６．まとめ

◼ 第10回委員会では、マスタープラン中間整理をとりまとめるとともに、今後の検討課題として、マスター
プランから整備計画を具体化する仕組みの検討を加速することとした。

◼ また、具体的なエネルギー政策を実現するために、系統増強のリードタイムも踏まえ現時点で早期に整
備計画として進めていくべき増強方策の具体化について検討を進めることとした。

◼ 今回、マスタープランから『整備計画を具体化する仕組み』を整理し、それをもとに早期に着手すべき増
強方策の具体化の進め方を整理したことから、その内容についてご議論頂きたい。
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評価時点 10年先 30年先（2050年ごろ）

供給
計画

再エネ導入拡大

エネルギー政策
を達成するため
に必要となる電
源構成

マスタープラン

評
価
時
点
で
見
込
ま
れ
る

電
源
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

◼ マスタープランは整備計画を検討する際の考え方を示す長期方針であり、本方針に基づく取組を具体化さ
せることで、「カーボンニュートラルに向けた再エネ大量導入」と「電力ネットワークの強靱化」という政策実現
を目指すものである。

◼ その実現に向けた系統増強は長期に及ぶため、将来の再エネ等の導入拡大を適切に見込み、電源ポテ
ンシャルと協調のとれた『プッシュ型』による設備形成を図る必要がある。

◼ マスタープランの電源ポテンシャルには電源開発の実態がまだないものも含まれている。このため、設備増強
判断時点の費用便益評価は、系統増強に必要な期間も勘案して10年より先を見越して、政策実現の
観点も踏まえつつ、ある程度実現性がある電源ポテンシャルを想定したうえで実施し、整備計画の具体
化を進めていく必要がある。

ある程度
実現性の
ある電源

供給
計画

10年先＋α

計画策定

系統増強（長いリードタイム） 便益（耐用年数で評価）

評価時点で
想定される電源
ポテンシャルで
B/C≧１

現状

１. 目的
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◼ 現在検討中のマスタープランの策定により、長期かつ大規模な投資である広域連系系統の増強が合理
的に実施されることが期待される（非効率な継ぎ接ぎの設備形成を防止）。

◼ このマスタープランをより着実かつ合理的なものとするためには、電源の申込みや系統混雑の過去実績の
みで判断する従来の設備形成から、電源ポテンシャルとの協調を図った設備形成への転換を目指すべき
であり、そのためには、①どのような情報を用いて将来の混雑を想定するか、②どこの場所を、いつ、どの
規模で増強をするか、という広域系統整備計画の策定開始判断が重要となる。

◼ なお、系統増強と電源開発ではリードタイムに差があるものの、混雑を許容する系統利用ルールに移行し
ており、ある程度実現性のある電源ポテンシャルを用いて電源立地も考慮しながら将来の混雑を想定し費
用便益評価を行うことで、今から着手すべき系統増強が何かを判断することが可能となっている。

10年先
30年先

（2050年ごろ）

系統混雑

混雑有

混雑無

多

少

②将来の混雑を想定してどこの場所を、
いつ、どの規模で増強判断をするか

増
強
工
事
開
始

①どのような情報を用いて
将来の混雑を想定するか

混雑

策
定
開
始
判
断

増強により
混雑解消

現在

１. 目的
（広域系統整備計画の策定開始判断のステップ）

10年先＋α

混雑

増強後の
運用容量

増
強
完
了

電源立地が分散
することにより混雑
状況が変わり得る



6２. 位置づけ

マスタープランにおける複数増強方策のイメージ

1.0

B/C

電源ポテンシャル

現在把握している電源ポテンシャル
でのＢ/C

マスタープランから整備計画を具体化するイメージ

増強①のみ評価した場合

増強②のみ評価した場合

増強① 増強②
エリアＡ エリアＢ エリアＣ 数年後に把握する電源ポテンシャル

でのB/C

再エネ導入拡大

広域的な潮流の基調

◼ マスタープランにおける長期展望は、全国大の電源立地地点～大消費地を見据えた、広域的な潮流の
基調をもとにしたグランドデザインであり、将来目標とする再エネ導入量を考慮したシナリオに必要となる
複数の増強方策をパッケージ化して示したものである。

◼ そのため、個々の増強箇所を切り出して費用便益評価するのではなく、広域的な潮流基調をもとに一体
的に評価する必要がある。

◼ また、マスタープランから『整備計画を具体化する仕組み』は、マスタープランのそれぞれの増強方策の必要
性を個別に再評価するものではなく、広域系統整備計画の策定開始判断（増強着手）のタイミング
を見極める位置づけとなる。

増強①②を一体的に評価

適切な時期に必要な系統増強に着手（ノンファーム型接続により電源接続は可能）

※例えば、現在把握している電源ポテンシャルではB/C<１だが、数年後に把握する電源
ポテンシャルでは増強①がB/C≧１のため、数年後に増強①の整備計画を具体化

電源立地地点 大消費地



7３. 電源ポテンシャルの把握

◼ 前述の広域系統整備計画の策定開始判断に必要な情報として重要になるのは、将来の電源開発がど
の程度見込まれるかという点である。

◼ 広域機関は、供給計画により1,000kW以上の発電所の新増設の計画（10年間）を把握している。
これは当然変更があり得るものであるが、電気事業法に基づく届け出であり、一定の信頼性をもった情報
といえる。

◼ また、洋上風力の開発動向は、再エネ海域利用法に基づき国が把握する区域での発電事業の蓋然性
を判断しており、一定の信頼性をもった情報といえる。

◼ これらの電源開発の情報を基礎に置きつつ、 足元の1,000kW未満の電源や、10年超の開発を検
討している電源に対しても動向を把握することで、情報を補完していく必要がある。

供給計画

洋上風力の開発動向

電源等開発動向調査
評価時点で見込まれる電源ポテンシャルの
想定
費用便益評価を行ううえでは、電源開発の
進捗状況に応じ感度分析として扱う

国が法律に基づき把握しているポテンシャルを確認

発電事業者から新増設の計画（10年間）
再エネ見込み：過去トレンド、系統連系申込み等

から一送が推計

マスタープラン

エネルギー政策
を達成するため
に必要となる電
源構成

評価時点 10年先 30年先（2050年ごろ）

再エネ導入拡大
10年先＋α

電源開発の見込みに関する情報収集
広域系統整備計画の策
定開始判断のステップを
行うことでマスタープランの
実現につなげる



8
４. 電源ポテンシャルの活用
（電源等開発動向調査）

◼ 資源エネルギー庁で提案された電源ポテンシャル調査は、不確実性を伴う情報の取り扱いなど難しい面も
あるが、広域系統整備計画の策定開始判断に用いる情報以外にも電源立地誘導とローカル系統の増
強判断において有効性があると考える。

◼ 現在の空き容量マップは現在の電源申込みベースでの混雑を示しているが、将来の混雑を予見する情報
には乏しい。混雑管理で価格シグナルを導入する方向性が示される中、電源ポテンシャルや混雑想定に
関する情報発信が電源立地誘導による系統混雑の緩和につながることが期待される。（情報発信の内
容や粒度については調査結果を踏まえ検討）

◼ ローカル系統においても混雑を許容する系統利用ルールとなれば、ローカル系統の増強に対する規律が必
要となることから、増強計画の策定において小規模な電源も含めたポテンシャルの把握がより有用であり、
データの活用が期待できる。一般送配電事業者が現行の一括検討プロセスにおいても活用することで、増
強規模を検討するうえで継ぎ接ぎの増強を回避できる可能性もある。

◼ ローカル系統の増強計画の策定に活用していくことで、情報を提出することに対するインセンティブになる。
なお、情報の確からしさを高める工夫や峻別するための工夫は、調査実施の中で検討を行う。

混雑想定マップ（Without結果イメージ）



9５. 整備計画の具体化の先行的な実施

◼ 中間整理にて提示したとおり、複数シナリオで共通する増強方策は早期に具体化の検討を進めること
とした。

◼ 電源ポテンシャルを把握するための調査について、現在、関係する発電協会とも連携し、情報収集の方
法や、情報の整理について議論しているところ。

◼ 複数シナリオで共通する増強方策については、調査した情報を踏まえ電源ポテンシャルを想定し、費用
便益評価を実施のうえ、広域系統整備計画の策定開始判断を行う。

◼ また、マスタープラン策定後の『整備計画を具体化する仕組み』について引続き整理を進めることとしたい。

マスタープラン検討に係る中間整理



10６．まとめ

◼ マスタープランをより着実かつ合理的なものとするためには、①どのような情報を用いて将来の混雑を想
定するか、②どこの場所を、いつ、どの規模で増強をするか、という広域系統整備計画の策定開始判
断が重要となる。

◼ マスタープランから『整備計画を具体化する仕組み』は、マスタープランのそれぞれの増強方策の必要性を
個別に再評価するものではなく、広域系統整備計画の策定開始判断（増強着手）のタイミングを見
極める位置づけとなる。

◼ 広域系統整備計画の策定開始判断に必要な情報として、供給計画や再エネ海域利用法に基づく洋
上風力の開発情報を基礎に置きつつ、 足元の1,000kW未満の電源や、10年超の開発を検討して
いる電源に対しても動向を把握することで、情報を補完していく必要がある。

◼ 電源等開発動向調査の結果は、広域系統整備計画の策定開始判断に用いる情報以外にも電源立
地誘導とローカル系統の増強判断において有効性がある。また、ローカル系統の増強規律に対して活用
することで、情報を提出することに対するインセンティブになる。なお、情報の確からしさを高める工夫や峻
別するための工夫は、調査実施の中で検討を行う。

◼ 中間整理における複数シナリオで共通する増強方策の具体化を進めるにあたり、電源ポテンシャルを把
握するための調査を実施し、調査した情報を踏まえ具体的な評価を開始する。マスタープラン策定後の
『整備計画を具体化する仕組み』について引き続き整理を進める。
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マスタープランに基づく基幹系統の増強判断方法

（参考）マスタープランに基づく基幹系統の増強判断方法
総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第33回）資料４
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12
（参考）マスタープランに基づく基幹系統増強に着手するタイミングと評価方法

総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第33回）資料４
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13
（参考）電源設置の把握に向けた基本的な方向性

総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第33回）資料４



14（参考）再エネ海域利用法の施行等の状況

第7回「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット
ワーク小委員会 洋上風力促進ワーキンググループ」「交通政策審議会港湾分科会環境部会洋上風力促進小委員会」合同会議 資料１



15（参考）ローカル系統の増強規律

総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第27回）資料６



16（参考）電源センサスの進め方と活用について

総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（第27回）資料６



17（参考）これまでの議論の中間整理について

マスタープラン検討に係る中間整理



18（参考）早期に整備計画として進めていく増強方策の具体化

マスタープラン検討に係る中間整理
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計画策定プロセス

◼ 安定供給に関する検討開始要件（都度）
・複数G停止→連系線運用量まで供給→それでも供給支障
・発生し得る大規模事故、災害等→安定供給確保が必要
◼ 広域的取引の環境整備に関する検討開始要件
ア 連系線実績（1回/四半期）
イ 市場取引状況（1回/四半期）
ウ 地内基幹送電線の制約による出力制限の実績（1回/年）
エ 電気供給事業者のニーズ（1回/四半期）
オ 連系線に直接影響を与える系統アクセス（都度）
カ 環境整備を行う必要性が認められる蓋然性が高く、広域系統整備を検討
すべき合理性が認められる場合（都度）

（参考）広域系統整備の流れ

不開始

一送への状況の確認
（検討開始判断）

国の要請

工事実施

広域機関の発議

【一般送配電事業者】
◼ 安定供給に関する提起
◼ 広域的取引の環境整備に関する提起(要件あり)
（既設電源を用いた広域的な電力取引）

【電気供給事業者(一般送配電事業者以外)】
◼ 広域的取引の環境整備に関する提起(要件あり)
（既設電源を用いた広域的な電力取引を希望）
◼ 電源設置に関する提起(要件あり)
（設置しようとする電源による広域的な電力取引)

地内基幹送電線
のみか※

連系線
を含む

電気供給事業者の提起

地内基幹送
電線のみ

一送による流通設
備計画によって目
的又は提起の内
容が実現できるか

実現できる

実現できない

開始要件の確認

●安定供給に関する提起は、広域の発議と同じ安定供給の観点か
●広域的取引の環境整備及び電源設置に関する提起は以下の３つ
を満たすこと
・電力取引の量が既設設備の容量を１万キロワット以上超過
・費用負担の意思有、財務的能力有
・整備の対象が、広域連系系統に該当

進
め
方
の
決
定

進
め
方
の
公
表

基
本
要
件
及
び
受
益
者
の
決
定

電
気
供
給
事
業
者
の
募
集
手
続

実
施
案
の
募
集
及
び
決
定

受
益
者
・
費
用
負
担
割
合
等
の
決
定

計
画
の
策
定

公表

届出

計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
終
了

運用

交付金の
交付実施

進捗状況
の把握

開始

マスタープラン

整備計画の具体化

※直接的には連系線の運用容量の算定又は
連系線の運用に影 響を与えない流通設備
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調査方法

・広域機関のホームページで調査を実施

（各発電関係の団体等に幅広い周知・呼びかけの協力を依頼）

・各発電事業者が所定の様式（エクセル）に必要事項を記入のうえ、広域機関（所定の
メールアドレス）に回答

調査期間 ・調査開始から情報提供〆切まで２か月程度

調査対象

・対象者 ：発電設備等を設置（開発）予定の事業者

・対象案件：供給計画において届出していない50kW以上の発電設備等の設置（開発）
予定の案件

調査項目
・発電所名、電源種別、開発地点、開発規模、開発ステータス（項目を設定して選択）、
アクセス検討ステータス（項目を設定して選択）、開発時期


